
学校法人 日ノ本学園 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

学校法人 日ノ本学園に勤務する全教職員が、園児、生徒、学生にキリスト教的愛

と奉仕の精神に満ちた教育活動を実践するために、持てる能力を充分に発揮できる雇

用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

1 計画期間 2022年 4月 1日～2027年 3月 31日 

2 本学園の課題 

管理職（役職者）に占める女性比率は、学園全体で 43.5％であるが、部門別に見

ると、付属幼稚園は、75％で高い比率を維持しているものの、日ノ本学園高校 36.4％、

姫路日ノ本短期大学 37.5％と 2部門でいずれも 40％を下回っている。全部門におい

て管理職（役職者）に占める女性比率を 40％以上にするとともに、管理職（役職者）

が、やりがいを感じ、リーダーシップが発揮できる様、組織づくりや管理職（役職者）

教育に積極的に取り組む。 

3 目標と取り組み内容・実施時期 

目標； 管理職（役職者）に占める女性の割合を全部門とも 40％以上とし、各部

門の管理職（役職者）職務分掌の最適化と次期管理職（役職者）教育の推

進を図る。 

＜実施時期・取り組み内容＞ 

（1） 2022年 4月 ～ 2023年 3月 

① 各部門で 2024年 4月を想定した人事計画を策定する。特に高校、短大に

おいては、次期管理職（役職者）候補を含め女性の割合が、40％以上になる

ことを留意する。 

② 各部門長（園長、校長、学長）を中心に次期管理職（役職者）候補を決定

する。 

③ 各部門は、管理職（役職者）の職務分掌を再確認し、最適化する。 

（2） 2023年 4月 ～  

① 各部門で次期管理職（役職者）候補者に対し、職務分掌に基づく管理職

（役職者）研修及び OJTを実施する。 

② 各部門で上記①について、次期管理職（役職者）候補者の習熟度合いにつ

いて評価する。 

③ 策定した人事計画に基づき人事異動を発令する。 

（3） 2024年 4月 ～ 2027年 3月 

上記（1）（2）に基づき、PDCAサイクルを繰り返し実行する 

以上 



労働者数 163名

（内女性） 89名

割合 54.6%

〇女性活躍推進法の女性の活躍に関する「情報公表」として掲載

〇都道府県労働局リーレット記載の情報公表区分の内「③」を採用

〇学校法人日ノ本学園全体で記載

　　　・姫路日ノ本短期大学

　　　・姫路日ノ本短期大学付属幼稚園

　　　・日ノ本学園高等学校

　　　学校法人日ノ本学園

　　　　〒679-2151

　　　　兵庫県姫路市香寺町香呂890-1

　　　　℡　079-232-4140

労働者に占める女性労働者の割合


